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技術委員会組織の改正技術委員会組織の改正
及び及び

規格策定プロセスの見直し規格策定プロセスの見直し
についてについて

平成１７年４月２６日（火）

高圧ガス保安協会

高圧ガス保安協会技術委員会
資 料 ６
技術委員会H17①
平成17年4月26日
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本日の説明内容本日の説明内容

１．見直しの必要性・ポイント

２．従来の規格作成組織・プロセス

３．見直し後の規格作成組織・プロセス
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見直しの必要性（１）見直しの必要性（１）

日本の高圧ガス関連規制基準：

– 仕様規定
設備の構造や検査の方法等に対して詳細

かつ具体的な仕様や方法を要求

技術進歩への迅速かつ柔軟な対応が困難

– 性能規定
設備や検査に求められる機能、性能水準について要
求

性能規定を実現する民間規格の活用
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見直しの必要性（２）見直しの必要性（２）

性能規定を実現する民間規格は、公共性の高い
ものであることが望ましい。すなわち、
– 公正性、公平性、公開性を重視したプロセスにより策定されたも
の

– 最新の技術的知見が反映されるよう定期的に見直し、改正を行
うもの

であるべきである。

KHKの技術基準を、より公共性の高いものとす
る必要がある。

規格策定プロセスの見直しが必要
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規格策定プロセス改正ポイント規格策定プロセス改正ポイント
公平性の確保
－ 公平な委員構成

公開性の確保
－ 情報公開

－ 規格開発の公知、議事概要の公開

－ パブリックコメントの実施

－ 会議の公開

公正性の確保
－ 規格策定手続きの公開と遵守

－ 適切な合意形成システム

－ 書面投票(letter ballot)及び結果の保存
－ 少数（反対）意見の尊重と解決の努力

－ 反対意見に対する書面回答

－ 疑義の受け付け制度
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技
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会

一般ガス部会

化学・石油部会

液化石油ガス部会

冷凍空調部会

総合部会

常設委員会（steering committee) 専門委員会
(ad hoc committee)

機器・材料部会

容器部会

現在の技術委員会構成現在の技術委員会構成

専門委員会
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中立・学識者 １１名

石油精製・石油化学関係 ５名

一般化学関係 ６名

ＬＰガス関係 ７名

容器則容器関係 ４名

特定設備等関係 ４名

冷凍空調関係 ３名

現在の技術委員会委員構成現在の技術委員会委員構成

計 ４０名
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定期自主検査指針及び保安検査基準定期自主検査指針及び保安検査基準
の策定プロセス（平成１６年度）の策定プロセス（平成１６年度）

原案作成
ＫＨＫ保安検査方法見直し検討委員会・
勉強会

関連部会

技術委員会

審議・承認

②審議・書面投票
③投票結果審議・決議

⑨パブコメ対応審議・決議

⑤審議・書面投票
⑥投票結果審議・決議
⑦パブリックコメント（１ヶ月）

⑪パブコメ対応審議・決議

① 付議

④付議 ⑧パブコメ送付 ⑩付議
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見直し後の組織図見直し後の組織図
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見直し後の各組織構成・見直し後の各組織構成・
利害関係（業種）バランス利害関係（業種）バランス

技術委員会：
高圧ガスの保安に関係する各業界を代表すると認めら
れる見識者及び各規格委員会委員長により構成

規格委員会：

委員の業種区分を明確にし、偏りのない委員構成にする
（各区分毎の委員数は総数の１／３以下）

分科会
委員の業種区分を明確にし、偏りのない委員構成にする
（各区分毎の委員数は総数の１／２以下）
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規格委員会業種分類（案）規格委員会業種分類（案）

① 規格が対象とする製品（機器、ガス他）の製造者

② 同対象の使用者

③ 同対象の材料製造者

④ エンジニアリング・建設

⑤ 学識者

⑥ 検査

⑦ 関係官庁・行政

⑧ その他一般（消費者等）
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原案作成

技術委員会

分科会

規格委員会
コンセンサス
形成

④審議・書面投票
⑤パブリックコメント
⑨パブコメ対応書面投票

③付議

①ドラフト作成
②審議・投票
（書面 or 挙手）
⑦パブコメ対応案作成

⑥ パブコメ送付 ⑧付議

④’テクニカルレビュー
⑩策定手続きの適合性確認適合性確認

見直し後の規格策定プロセス見直し後の規格策定プロセス

調整・監査

素案作成 個人、企業、業界団体、委員、ＫＨＫ等

提案
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見直し後の規格類に係わる改正点見直し後の規格類に係わる改正点

規格（ＫＨＫ Ｓ）は基準と指針とにその性格
から分類して発行する

規格の解釈を明確化し統一するため、
解釈（ＫＨＫ－Ｉｎｔｅｒｐｒｅｔａｔｉｏｎｓ）を発行す
る

技術報告書や規格案などの技術文書を適
切な審議手続きを経て発行することにより、
これまで以上の活用を促進する
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見直しスケジュール見直しスケジュール

平成１７年７月から新技術委員会・規格委
員会組織において規格策定を行えるよう、
定款を改正し、必要な規定類を整備する。


